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新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う臨時休業延長の通達を受けての本校の対応

昨日、小林市教育委員会より、新型コロナウィルス感染症拡大防止に伴う臨時休業延長

の通達が出されました。それに伴い本校では次のように対応します。

１ 本校の対応

○ ５月２４日（日）まで臨時休業期間を延長します。なお、５月１１日（月）及び

２２日（金）は、全校一斉の登校日とし、午前中１０時３０分までには下校します。

※ 登校日は両日ともに、８時３０分登校とします。８時から８時２５分の間で登

校させてください

○ ５月１２日（火）から２１日（木）までの期間（８日間）は、全ての学級を２グ

ループに分け、４日間ずつの分散登校日とし、６時間授業（給食あり）を行います。

※ 朝自習は実施しません。８時２０分から朝の会が始まりますので、８時から８

時１５分の間で登校させてください。それ以降については、通常通り帰りの会ま

で行います。

※ グループ分け及び時間割については、小学校を含め兄弟姉妹を考慮してグルー

プ編成を行い、１１日（月）の登校日に各学級担任から連絡します。

○ この期間中の授業においては、飛沫や身体の接触、グループ活動等の考えられる

実技教科は行わず、国語、社会、数学、理科、英語の５教科に限って授業します。

○ ２４日（日）までの臨時休業中の部活動は中止とします。

２ その他

○ 登校日については、マスク着用や手指消毒、換気等感染症対策を十分に行った上

で、３つの密（密閉、密集、密接）を避けて実施します。マスク着用での登校にご

協力をお願いします。

○ 生徒に発熱や風邪症状のみられる時には、学校に連絡し、登校を控え、家庭で静

養するようお願いします。

※ 上記内容について、今後の感染状況で変更等がありましたら、再度安心安全メール

や文書等でお知らせいたします。なお、何かご不明の点等がありましたら学校までご

連絡ください。


